
報告事項（２） 

 

学校給食共同調理場建替事業の進捗状況について 
 

１．事業概要 

（１）事業名称 白井市学校給食共同調理場建替事業 

（２）事業期間 平成２９年３月から平成４６年７月末 

（３）供給能力 

 ①６，５００食/日（１献立方式） 

 ②アレルギー対応食５０食/日（最大７０食まで対応可能） 

（４）事業方式 ＰＦＩ方式 

（６）契約相手 平成２９年３月２１日「株式会社白井学校給食サービス」と締結 

（７）契約金額 ６２億４,０３２万４,６３２円に金利変動及び物価変動による増

減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額 

 

２．事業の経緯 

平成２８年 ７月１３日 一般競争入札（総合評価一般競争入札）の公告 

     １２月１８日 事業審査及び入札の実施 

平成２９年 ２月 ６日 仮契約締結 

      ２月 ７日 教育委員会会議で「契約の締結について」の議案を可決 

      ２月１３日 第１回施設整備協議会（施設整備に関する事前協議開始） 

      ２月１５日 市議会定例会に「契約の締結について」の議案提出 

      ３月 ８日 第２回施設整備協議会及び栄養士打合せ 

      ３月２１日 市議会定例会で「契約の締結について」の議案可決 

（本契約） 

      ４月１２日 第３回施設整備協議会 

      ５月１０日 第４回施設整備協議会 

      ６月２２日 第５回施設整備協議会 

       同 日  白井市学校給食共同調理場運営委員会 

      ７月１２日 第６回施設整備協議会 

      ８月 ９日 第７回施設整備協議会 

      ８月１４日 基本設計書の承認 

      ８月２１日 白井市まちづくり条例に準じた手続きの開始 

            ＊開発事業届出書 提出 

      ９月 ５日 近隣住民説明会 

      ９月１９日 第８回施設整備協議会 

 

※施設整備協議会は、事業者である㈱白井学校給食サービス（代表企業（運営企

業）、建設企業、調理設備企業、維持管理企業、ファイナンシャルアドバイザ

ー企業）及び設計企業などの必要な企業と市及びアドバイザリー企業が、月１

回以上の頻度で会議を開催し、施設整備について協議を行うものです。 

なお、本契約締結前の事前準備を行うことについては、市と落札者で締結した

基本協定において定めています。 



 

 

 

３．建築概要  （別添資料参照）            ■イメージパース  

①所在地   白井市復１４２２番８外 

②主用途   工場（給食センター） 

③発注者   白井市 

④事業者   株式会社白井学校給食サービス 

⑤設計監理  パシフィックコンサルタンツ株式会社 

企業    株式会社桑田建築設計事務所 

⑥建設企業  株式会社新昭和 

⑦用途地域  準工業地域 

⑧敷地面積  約７，５８０㎡ 

⑨建築面積  ２，６２７.５６㎡ (建ぺい率 34.66%) 

⑩延床面積  ３，４２１.１３㎡ (容積率  45.13%) 

＊１階   ２，５４３.０５㎡  

＊２階     ８５６.０８㎡ 

＊附帯施設    ２２.００㎡ 

⑪最高    高さ１０．１０ｍ 

⑫規模構造  鉄骨造 地上２階 

⑬構造種別  準耐火建築物 

⑭駐車台数  ４９台(臨時駐車場４台・車椅子使用者用駐車場１台を含む) 

⑮駐輪台数  １０台 

⑯施設内容  １階：玄関、市職員用事務室、事業者用事務室、調理室、ほか 

        ２階：見学・展示スペース、見学通路、研修室兼会議室、 

アレルギー相談室、調理従事者用休憩室、機械室、ほか 

 

４．設計方針  

①安全・安心な衛生管理の徹底 

ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point）による衛生管理手法

の準拠、ドライシステムの導入、汚染作業区域と非汚染作業区域の作業動線交差

の遮断、作業区分毎の部屋割り等による衛生水準、危機管理の徹底を行います。 

 

②安定した供給 

ＥＢＤ（過去の経験からの推測）により、災害や事故など様々な緊急的側面を

想定し、熱源複合化や将来更新時の予備スペースの確保など、未然防止の対策を

行い、ＢＣＰ（事業継続計画）を確立します。 

 

③栄養バランスへの配慮、アレルギー対応食の対応 

食数や献立、アレルギー対応食も踏まえた合理的な作業動線・平面計画とし、

最新の調理設備を導入することで、栄養バランスの取れた献立が可能な施設整備

を行います。 

  



 

 

 

④食育の推進 

実際の調理工程の見学が可能な見学通路と、より深い理解のために場内カメラ

による視聴覚設備を充実させ、研修室や展示スペースを有効活用し、広く市民へ

の食育推進を可能にします。 

 

⑤温かくおいしい給食の提供・地産地消の推進 

より豊かでおいしい給食の提供に資するために、調理員の作業環境を良好に保

ち、炊飯室を設け、児童・生徒に温かいご飯を提供するなど、常に高い調理品質、

おいしい給食の提供と地元食材を利用した調理ができるような設備を導入しま

す。 

 

⑥効率性を高める施設整備 

民間企業のこれまでの経験・工夫を生かして給食を適切なコストで提供してい

くために、高品質かつ効率的な運営が可能となるような、無駄を省き経済性を高

めた施設整備を行います。 

 

⑦環境への配慮 

次世代環境型の施設整備とし、建設時のみならず、将来の運営においても資源

の有効利用、無駄なエネルギー利用を抑える環境設備・機器を導入し、「エコ給

食センター」として整備します。 

 

⑧地域への配慮、災害時における対応 

建物高さをできる限り抑え、景観への配慮、環境の保全、周辺への十分な騒音・

振動、臭気対策を実行し、周辺環境への影響が少なく、災害発生時には地域を守

る施設計画とします。 

  

５．今後の日程  別紙のとおり 

 

６.その他 

新学校給食センターの愛称を市内の児童生徒から募集する予定です。 


